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≪消費税率引上げによる地方消費税交付金増収分の使途≫

【社会保障・税一体改革】

【消費税率引上げによる地方消費税交付金増収見込額】

【消費税率引上げによる地方消費税交付金増収分の充当対象事業費】

　少子高齢化や現役世代の減少などの社会経済状況の変化を踏まえ、社会保障制度の充

実・安定化と財政の健全化を同時に達成するため、消費税率は平成２６年４月に５％から

８％へと引上げられました。また、平成２９年４月には、さらに１０％に引上げることと

されています。

　消費税率が引上げられたことにより本市の地方消費税交付金は、税率５％であった場合

の収入の試算と比べると、約１３億４千万円の増収が見込まれます。

　消費税率引上げによる地方消費税交付金の増収分については、社会保障施策（社会福

祉、社会保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものと法に定められてい

ます。

　平成２８年度の社会保障施策に要する本市負担額の総額は、約１３８億円となってお

り、消費税率引上げによる増収見込額の約１３億４千万円を、全てこれらの経費に充当し

ています。

社会福祉 社会保険 保健衛生

約７０億６千万円 約４５億３千万円 約２２億１千万円

「社会福祉」とは、「生計の

困難な者や心身に障害のある

者に対して必要な援助を行う

等国民の生存権を確保するこ

とによって、国民生活の内容

を豊かならしめること」を意

味し、具体的には、生活保

護、児童福祉、母子福祉、高

齢者福祉、障害者福祉などと

なります。

「社会保険」とは、「保険的

方法によって社会保障を行う

制度の総称」であり、具体的

には、国民健康保険、介護保

険、年金などとなります。

「保健衛生」とは、「国民の

健康を保つための施策」を意

味し、具体的には、医療に係

る施策、感染症その他の疾病

の予防対策、健康増進対策な

どとなります。
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≪３款　民生費≫ （単位：千円）

《計画》弘前自立支援介護推進事業[3.1.3　介護福祉課]

高齢者の尊厳ある自立した生活の実現に向けて、要介護度の改善や介護予防の取
り組みを実施

２８年度 11,760

２７年度 21,197

需用費　　　50
旅費　　　　65
その他　　　24（使用料及び賃借料14、会議等出席負担金10）

要介護度改善支援奨励金

市内の介護保険施設（特養、老健）入所者の要介護度の改善が図られた場合、当
該施設を運営する法人に対して奨励金を交付

２８年度 2,520

２７年度 0

事業者懇談会　　　　　  　  139     パワーリハビリテーション人材育成研修会    313
要介護度改善支援奨励金　  2,520   　認知症あんしん生活実践塾                  663
介護機器導入事業費補助金  3,000 　  介護予防機器購入                        5,125

事業者懇談会

市内の介護保険施設（特養、老健）を対象に、介護保険等の現状や課題等につい
て情報・意見交換を実施

２８年度 139

２７年度 0

交 付 先：一般社団法人弘前歯科医師会

要介護状態が1段階改善毎に2万円/月・人
（2段階改善：4万円/月、3段階改善：6万円/月、4段階改善：8万円/月）

《計画》在宅患者訪問歯科診療事業費補助金[3.1.3　介護福祉課]

ねたきり高齢者、身体障がい者等通院できない患者の健康の保持を図るため、弘
前歯科医師会に所属する歯科医師が対象者の自宅等を訪問して行う歯科診療、口
腔ケア等の事業に対し補助

２８年度 2,100

２７年度 2,100

495,831

２７年度 392,395

児童発達支援扶助　　　　          118,225
《計画》放課後等デイサービス扶助　376,999
保育所等訪問支援扶助　　　　　　　    607

サービス利用計画作成扶助費

障がい児・者の自立した生活を支え、障がい児・者の抱える課題の解決や適切な
サービス利用に向けて、障害福祉サービス利用計画を作成

２８年度 42,889

２７年度 42,889

サービス利用計画作成費・モニタリング費

障害児通所給付等

障がい児の生活能力等を向上させるため、日常生活における基本的な動作の指
導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を実施

２８年度

市民後見推進事業[3.1.3　福祉政策課]

認知症等により判断能力が十分でない人に対し、親族に代わって後見等の業務を
行う市民後見人の資質向上を図るとともに、市民後見人が適切に活動できるよう
支援

２８年度 5,908

２７年度 5,730

報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165
旅費　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 8
成年後見支援センター運営事業業務委託料　5,713
使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　 22
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